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７  会議の概要 

委員長    ただいまから、平成２９年１２月定例会の  

総務文教委員会を開会いたします。 

〔傍聴の申込み（４名）について諮る

…許可〕

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    審査に先立ち、委員会記録の署名委員に、金

谷委員、髙見委員を指名いたします。 

      なお、ただいま指名いたしました署名委員が

欠席の場合は、当日出席の年長委員にお願い

いたします。 

当委員会に付託されました、各案件の審査に

つきましては、各部局単位とし、お手元に配

付してあります、委員会審査順序のとおり行

う予定であります。 

なお、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、当委員会の記録については、後日、イン

ターネット上に公開されることとなりますの

で、質疑・答弁及び説明につきましては、今

まで以上に簡潔・明瞭に行っていただきます

ようお願いいたします。 

これより、議会事務局所管分の議案の審査を
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行います。  

議案第１１８号  平成２９年度富山市一般会

計補正予算（第５号）、第１条歳入歳出予算

の補正中、歳出第１款議会費  

を議題といたします。  

      これより、当局の説明を求めます。  

議会事務局長 〔挨拶〕  

庶務課長   〔議案書及び議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

赤星委員   議案説明資料２ページの訴訟事務事業につい

て伺います。今回の補正額５３万円は、訴訟

の着手金となっておりますが、この金額とい

うのは、どういう積算なのでしょうか。 

庶務課長   これで訴訟は２回目でして、同様の弁護士さ

んにお願いしているものでありますが、どち

らとも旧の日本弁護士連合会報酬等基準とい

うものがございます。旧ということなので、

一旦廃止にはなっているのですが、通常こち

らが、通念的に弁護士報酬を出すときのかな

りのよりどころになっております。この辺の
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基準に基づいて、弁護士さんに金額の見積も

りをいただきまして、算出した金額になりま

す。  

赤星委員   平成２９年１１月１５日に第１回の口頭弁論

が既に行われたわけですけれども、この着手

金はどこまでの分なのですか。この次の、第

２回の日程が決まっておりまして、たしか１

月１５日あたりだと思うのですが。 

庶務課長   着手金につきましては、一審までの分であり

まして、上に行くたびに着手金が発生するも

のでございます。  

赤星委員   そうしますと、口頭弁論だとか法廷に出てい

ただく回数が増えると、さらに報酬が積み上

がっていくというか増えるといったことはな

いのでしょうか。  

庶務課長   一審のレベルではございません。 

赤星委員   私は、第１回口頭弁論を傍聴してきたのです

けれども、このお二人の弁護士さんは、原告

からの資料をひょっとしたらあまりよく読ん

でおられないのではないかと思った節がある

のですね。それは、原告の訴訟代理人の弁護
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士さんが市側の東弁護士と川島弁護士にちょ

っと聞かれたのです。これは、市長に不当利

得返還請求権があるけれども、市長の何らか

の判断で請求しないという認識なのか、それ

とも、不当利得返還請求権自体がないという

認識なのかをお聞きになったのです。今後の

裁判の空転を防ぐためという目的で、お聞き

になったのですけれども、市側の東弁護士、

川島弁護士は「えっ」ということで、即座に

お答えになられずに、それは資料を読んでか

らということで、手帳を初めから二人で……  

髙見委員   今の質問は、裁判の中での弁護士さんの訴訟

のやり方の手順だと。個人個人の差がありま

すので、そのことを議題にするのは不適当だ

と思います。 

赤星委員   この補正予算について質問しているのです。 

委員長    その中身はいいので、何を言いたいのかを明

確にして、さっき言ったように簡潔・明瞭に

質問してください。 

赤星委員   ですので、原告から出された資料をきちんと

読んだ上で裁判に臨んでくださいということ

を議会事務局からもちゃんとお話しされたの
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かどうか、そこを聞きたかったのです。ちょ

っと長くなりました。  

庶務課長   係争なので、当然やるべきことはやるつもり

ですが、第１回の口頭弁論におきましても、

第２回で、追って主張するということであり

ますので、現在、実際の資料を見ながら打合

せをしていて、順次、書面を作成中でござい

まして、そのほかについては係争中なので、

ちょっとコメントは差し控えさせていただき

たいと思います。  

赤星委員   原告の代理人弁護士から、先ほどの質問が出

る前は、第２回は年内にという話だったので

すが、それにお答えになれなかったために、

１月に延びたのですね。裁判が長引くと利息

だとか、そういう問題も発生してくるという

こともありますので、打合せはしっかりやっ

ていただきたいと思います。  

庶務課長   今の口頭弁論の期日につきましては、それぞ

れの裁判官の日程がございます。お互いがあ

いているというところで調整するということ

が原則と聞いておりますので、それに基づい

て決まったものでありますし、利息とか、そ

ういったものは先ほど申しましたように発生
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いたしません。  

委員長    ほかにないようですので、これをもって、議

案の質疑を終結いたします。  

これより、議案第１１８号中議会事務局所管

分の討論に入ります。  

討論はありませんか。  

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１１８号中議会事務局所管

分を採決いたします。 

本案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。よって本案件は、原

案可決されました。 

      以上で、議会事務局所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、当委員会に付託されました請願の審査

を行います。 

平成２９年分請願第１６号  政務活動費の議

員個人への完全後払いに向けた請願、 
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平成２９年分請願第１７号  事後審査による

政務活動費の支払いも認めることを求める請

願、  

平成２９年分請願第１８号  政務活動費の審

査に関わる第三者機関の早期廃止に関する請

願、  

以上３件を、一括議題といたします。 

上野委員   この請願第１７号に関して、請願人の方から

意見陳述を行ってほしいという希望がありま

した。私としても希望いたしますので、ぜひ

意見陳述を行ってください。  

委員長    ただいま、上野委員から請願第１７号の請願

人である中川 岳志さんを当委員会の参考人

として意見を求める動議が提案されました。  

      このことにつきまして、委員会として直ちに

議題とし、委員会条例第５６条により、挙手

により採決いたしたいと思いますがいかがで

しょうか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    異議がないようですので、そのように決定い

たします。  

それでは、中川  岳志さんを当委員会の参考



8

人として意見を申し述べることについて、賛

成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕  

委員長    挙手少数であります。 

      よって、中川  岳志さんを当委員会の参考人

として意見を求める動議は、否決されました。 

それでは、引き続き審査を続けます。 

      請願文書表はお手元に配付のとおりでありま

す。  

まず、事務局に請願文書表の概要を説明させ

ます。 

事務局    〔請願文書表の概要を説明〕 

委員長    それでは、政務活動費に関するこれまでの経

緯について、当局から説明を求めます。 

庶務課長   それでは、私のほうから、これまでの経緯に

ついて、改めて御説明させていただきます。

昨年度、政務活動費にかかる一連の事案を契

機に、各会派の議員さん方が、それぞれの政

務活動の実態を踏まえ、今後の適正運用に向

けた協議等に精力的に取り組んでこられまし

た。まず、昨年の９月５日に開催されました
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各派代表者会議におきまして、富山市議会と

して、政務活動費の適正化に取り組むため、

政務活動費のあり方検討会の設置が決まりま

した。これを受けまして、同月の１４日に第

１回政務活動費のあり方検討会が開催され、

チェック体制の強化や透明性の向上、額のあ

り方についての協議が行われ、翌月１０月か

ら翌年の２月までの間に、計９回の協議がな

されました。そのうち、昨年１１月２日の第

５回政務活動費のあり方検討会においては、

会派への前払いを前提とした改善案の骨格が

取りまとめられるとともに、同日開催の各派

代表者会議で協議結果の報告がなされ、政務

活動費の見直しは、この改善案を基本として

取り組んでいくことが決定いたしました。そ

の後、１１月２２日の第６回政務活動費のあ

り方検討会において、あり方検討会の作業部

会として、運用指針策定作業部会の設置を決

定し、１１月２５日から翌年１月３１日まで

の間 に、 計６回 の作業 、協議を 積み重ね 、

「新・運用指針の素案」を取りまとめられま

した。これを受け、翌年２月に入り、政務活

動費のあり方検討会を３回開催し、作業部会

の「新・運用指針の素案」を策定する際に出

た意見等について、整理と確認を行い、平成

２９年２月１７日に、政務活動費のあり方検
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討会の座長から議長に対して、政務活動費の

新・運用指針（案）と、策定に当たっての基

本的な考え方が報告されるとともに、同日開

催されました各派代表者会議において、この

新・運用指針を本市議会として、正式に決定

いたしました。これらの経過を経て、今年度、

改選後の４月２４日から新・運用指針に基づ

く政務活動費の運用がスタートしたところで

あります。なお、第三者機関の設置につきま

しては、今年度、横野議員を座長とした新た

なメンバーで構成する政務活動費のあり方検

討会において、具体的な協議、決定がなされ、

本年７月に立ち上がったところであり、現在、

新・運用指針に基づく事前・事後の審査及び

例月監査、並びに指導・助言を行っていただ

いているところであります。  

委員長    それでは、各請願について御意見等はありま

せんか。 

松尾委員   まず、この請願で、市民の皆様の声をいただ

けるということに対して、本当にありがたい

なというか、感謝申し上げたいなというふう

に思います。また、私自身も本当にいろいろ

な方から、いろいろな御意見をいただいてい

るという現状の中で、今、経過の説明があり
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ましたけれども、当初は、こういったことを

起こさせてしまったという責任を本当に痛感

した中で、私自身や公明党会派といたしまし

ても、この議論をスタートさせていただきま

した。その中で、最終的には各派代表者会議

で、議会が団結をして、全会派が一致した意

見として、そういった形で－まだ途中経過で

はありますけれども、進めさせていただいて

いる現状があるわけですね。私が言いたいの

は、全会派がそろった中で、全会派の総意と

して、責任をしっかりと持って議員がみずか

ら政務活動費のあり方というものを決断させ

ていただいたという、この重みが非常に重要

だなと改めて実感をしております。だからこ

そ、途中経過ではありますけれども、しっか

りとまた精査をしながら、みんなで話し合っ

て、よりよいものをつくり上げていかなけれ

ばならないなというふうに－今、こういった

市民の皆様の御意見もいただいたということ

も本当に重要でしっかりと受けとめて、やっ

ていかなければならないと思います。何を言

いたいかというと、総務文教委員会は、全会

派がそろっているわけではないのです。そう

いった中で、こういった大事なことを議論す

ること自体がそぐわないかなというふうに自

分自身はすごく感じておりまして、そういっ
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た中で、各派代表者会議といった重い機関の

中で決定してきたことを、なぜこういったと

ころに上げて議論しなければならないのかと

いうことが不思議だなというのが、私の今の

率直な思い、意見であります。 

赤星委員   議会事務局に質問していいですか。  

委員長    簡潔にお願いします。 

赤星委員   ことし７月からこれまでに第三者機関で行わ

れた事前審査・事後審査は、それぞれ何件か

わかりますでしょうか。 

庶務課長   直接は会派と第三者機関との契約に基づくも

のでありますので、質問された委員の方が一

番よく御存じだと思うのですが、座長などか

ら通して聞いたところによると、平成２９年

１１月末では約１，０００件だというふうに

は聞いておりますが、詳しいものは日報等で

各会派に委託契約に基づき、行っているとい

うふうに聞いておりますので、赤星委員さん

のほうがよく御存じかと思います。 

赤星委員   でも、全会派の分はわからないでしょう。  
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庶務課長   全会派分の件数をまとめた日報をつくってお

りますので、そちらを見ていただいているも

のと思っております。  

赤星委員   この３つの請願について、きょうは、傍聴に

請願者の方々がおいでになっております。議

会改革検討調査会ですとか、政務活動費のあ

り方検討会ですとか、この総務文教委員会に

もたびたび傍聴においでになっている方々だ

と思います。そうした議会での議論をよく見

ていただいて、こういう請願を出していただ

けるのは本当にありがたいと思っています。

昨年来のあまりにもひどい政務活動費の不正

問題はいまだに終わっていません。そこへ市

民の方からこうした一生懸命で、文章も推敲

され、悩みに悩んで提出された請願３件は、

本当に貴重な請願だと思います。議会はこれ

を真摯に受けとめまして、ぜひ請願を採択し

て、来年度に向けた見直しの議論を開始する

べきだと思います。 

もう１点質問したいのですけれども、政務活

動費のあり方検討会が最近は開かれておりま

せんけれども、最後に開かれたのはいつだっ

たでしょうか。  

庶務課長   政務活動費のあり方検討会は、今年度３回開
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かれておりまして、最後が６月だと思います。 

赤星委員   わかりました。それからずっと開かれており

ませんし、先ほど松尾委員がおっしゃいまし

た、全会派で議論すべきだということは、私

もそのとおりだと思うのです。しかしながら、

今年度の政務活動費のあり方検討会には入っ

ていない会派もあります。そこで、政務活動

費のあり方検討会のあり方も含め来年度に向

けて、ことし７月から設置された第三者機関

のあり方、それから平成２９年４月からの新

しい運用指針のあり方の議論を直ちに始める

べきだと思いますので、３件の請願をぜひ採

択すべきだと思います。 

上野委員   私もこの請願については、紹介議員となって

いますので賛成の立場から言わせていただき

ます。平成２９年度第３回政務活動費のあり

方検討会の議事録も見させていただきました

が、この中で、横野座長のほうからも、実際

に運用されて、公認会計士の方による仕事が

いざ始まった段階で、何かふぐあいが起きた

などということがあれば、政務活動費のあり

方検討会を開くなりといった形で、いろいろ

と意見交換をしたいというふうな発言をされ

ています。ただ一方で、この中でも来年の１
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月ぐらいをめどにというふうにおっしゃって

いますので、今、議会事務局の方たちも一緒

に運用指針を見ながら、さまざまな事務作業

をされていると思いますし、実績としてかな

りの事例が積み上がってきていると思います。

ですので、そういった形で再度、早期に検討

していく必要があり、その時期がもう来てい

るではないかというふうに思っていますので、

この請願にぜひ賛成していただき、会派がそ

ろった状態で政務活動費のあり方を検討して

いただきたいというふうに思います。 

竹田委員   私はこの４月に初当選して出てまいりました

が、私が１つ挙げますのは、この第三者機関

の設置ということは大変注目を浴びた象徴的

なことだったと思うのです。ことしの７月か

らスタートしてまだ半年も経過していない中

で、新たな見直しなりというのは、何か課題

なり、致命的な問題なりというのがない中で、

なぜそういうことを－やはり、完全に軌道に

乗って、その上でどうあるべきかということ

を議論するのは、やっぱり議会人として当た

り前でありまして、性急に過ぎるのではない

かというのが私の結論です。  

髙見委員   今のこの請願のことにつきましては、当時こ
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の政務活動費のあり方検討会といたしまして

も、私が議長のときに各会派の会長さん、あ

るいはその方々に強くお願いし、政務活動費

を何とかきれいに使おうということでつくっ

たものであります。それがいろいろな検討を

重ねられ、各会派の議員さんのそれぞれの意

見を集約して１つのものをつくったわけです

よ。それが、今度は議員さんが－実際にこの

請願文を書いておられるわけではないのです

が－紹介議員になって、こういうふうに出て

くること自体がちょっとこれはいかがなもの

かなと思います。やっぱりもう少し、議論す

る場というのは、政務活動費のあり方検討会

なりでしっかりと議論するべきであって、先

ほど松尾委員が言われたようなもので、ここ

でやるのはいかがなものかと。自分たちのや

ったことを否定するような形になっていくの

で、私はちょっとこれはいかがなものかなと

いうふうに思います。  

赤星委員   今の髙見委員の、請願が出てくること自体が

いかがなものかという御発言は、それこそい

かがなものかと思います。 

委員長    二人に申し上げます。これはあくまでも意見

の中の－これは自由な発言…… 
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      （発言する者あり）  

赤星委員   発言中なのです。請願は憲法第１６条……  

      （発言する者あり）  

委員長    それは認める上で、ただ、髙見委員の意見と

してはそういう意見であったということであ

ります。 

髙見委員   私は請願が出てくることを否定しているわけ

ではないので、その議論に携わった議員さん

方が紹介議員になっていることが、自分たち

のやってきたことを否定するということを言

っているのであって、請願そのものを否定し

ているわけではありません。  

赤星委員   地方自治法で紹介議員が必要となっておりま

すから、賛同できる内容であれば紹介をしな

いと請願権が保障されません。賛同できる内

容ですので、私たちは橋渡しをしているだけ

です。そこに文句を言われる筋合いはありま

せん。 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 
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次に、念のために確認いたしますが、各請願

を継続審査とするとの御意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    継続審査との意見がないということを確認し、

それでは、引き続き、審査を続けます。 

      これより、平成２９年分請願第１６号から請

願第１８号まで、以上３件を一括して討論に

入ります。  

  討論はありませんか。 

髙見委員   先ほど当局からこれらの請願に対する説明が

ありました。そのとおり、このようなことか

ら、既に議論のプロセス、ルールが定まって

いる案件について、請願の紹介者になり採択

を求める行為は、議会全体でみずからが定め

たルールに基づき、取り組んでいることを自

己否定し、自己矛盾を来すものであり、議論

を重ねてルールをつくり上げる議会という場

に身を置くものとして、断じて行うべきでは

ありません。また、本会議として、こうした

請願の採択は控えるべきものです。これは、

議論を封じるということではなく、議論の場

があり、かつ、その場にて議論が行われてい

るにもかかわらず、いたずらにあちこちで議
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論を始めるべきではないということでありま

す。なお、市民が請願を行うことは市民の権

利として、当然尊重されるべきものですが、

議会が請願を採択することは、現在の取組み

状況等を勘案して総合的に判断されるべきも

のであり、２つは、別の観点で議論されるべ

きものであります。また、専任の議論の場が

ありながら、本会議や委員会で内容の議論に

踏み込むことは、貴重な時間を割いた二重の

議論となるもので行うべきではありません。

以上のことから反対とします。 

上野委員   平成２９年分請願第１７号、及び請願第１８

号に関する賛成討論を行います。請願権に関

しては今までも述べてきましたが、権利とし

てありますが、間接民主制では、議員がその

意見を預かり、実現するよう働きかけること

でもあります。一方で議員を介することで、

議員の意見が反映され過ぎることや、陳情・

要望が違った形で伝わる可能性は否定できま

せん。住民自治の観点からも請願を通して住

民の意思を反映することは大変重要なことで

す。そのため、議員を介する方法と直接的に

請願者がその意向を伝えることは似て非なる

ものです。間接民主主義や議会の形骸化につ

ながるものではなく、議会がその機能を維持
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しながらも、市民の権利を守るための手段で

す。議会の形骸化を恐れるあまりに制限をし

てはいけないのです。請願第１７号に関して、

議会は本来、議員個々の集合体です。議員平

等の原則があるように、発言においても調

査・研究などの議員活動においても会派とし

て動くこともあれば、議員個々で動くことも

ございます。その中で、会派の一員として事

前に行動を全て報告、連絡、相談するといっ

たことは難しい場面も出てくることでしょう。

時には議員個々で判断せざるを得ないときが

あるはずです。会派重視のようになりがちで

すが、「会派」という言葉は地方自治法第１

００条第１４項、第１５項にのみ記載されて

おり、その活動に関しては記載がございませ

ん。本来、市民からは議員個々に負託をされ、

平等に発言や活動を行うことを顧みれば、議

員個々の判断で動ける範囲を広げることは、

議員だけではなく会派の活動、議会の質の向

上にもつながります。そのため、事後審査の

みの承認制を取り入れることで、より柔軟な

政務活動を行えるでしょう。請願第１８号に

関して、第三者機関の配置について、平成２

９年７月分から契約がされ、約半年程度、第

三者機関のチェックが行われました。その中

では二重、三重に事務局側も事例を積み重ね



21

てこられたことと感じております。そのこと

には、大変感謝を申し上げたいというふうに

思っております。本年６月に開かれました政

務活動費のあり方検討会においても、ブラッ

シュアップが必要であるというふうな発言も

ございましたし、第三者機関の検討事項があ

れば政務活動費のあり方検討会を開くなり、

意見交換を行いたいという発言もありました。

しかしながら、その検討についてめどが立っ

ておらず、市民から第三者機関の必要性につ

いての是非を問われるのは無理のないことだ

というふうに感じております。第三者機関が

本年度中の契約であり、改めて継続する必要

があるのかどうかという意見は当初からあっ

たことというふうに感じております。事務局

が事例を積み重ねた経緯もあることから、今

年度中といった形ではなく、早期に第三者機

関の見直しを行うことへ御賛同くださいます

ようお願い申し上げ、私の賛成討論とさせて

いただきます。  

東委員    平成２９年分請願第１６号に関して、賛成討

論させていただきます。政務活動費のあり方

検討会の議論の経過に関しては先ほど庶務課

長からもございました。それで、ことし７月

１日から来年の３月３１日、ただし、ことし
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の５月１日から６月３０日までの政務活動費

についても審査対象とするということで、現

在、新しい運用指針により、政務活動費の審

査を受けております。私はこの新しい運用指

針により、事前審査にかかる事前審査書や実

施計画書など、大変労力も要する厳しい制度

になったとみております。しかし、以前は先

払い制としていたことから、過去の政務調査

費・政務活動費の不適切支出や領収書改ざん

などの問題が、いまだに出てきているという

こともあります。このような中で、社会民主

党議員会はこの間、政務活動費の不正根絶に

は、議員一人一人が一旦、政務活動費を立て

かえ払いし、第三者機関等による審査を通っ

たのちに議員個人に支給するという完全後払

い制度を主張してまいりました。第三者機関

による審査が始まって以降、政務活動費の使

途をめぐった問題は起きていないというふう

に認識をしておりますけれども、会派への先

払い制が残っている限り、不適切な支出がな

くならないというふうに考えております。し

たがって、問題となる事象が起きないよう、

改めて政務活動費の議員個人への完全後払い

制度を確立しておくことが必要との認識から、

この請願に賛成するものであります。以上で、

私の賛成討論とします。 
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赤星委員   日本共産党からの賛成討論を行います。請願

は憲法と、たった６条からなる請願法に基づ

き国会法と地方自治法だけが紹介議員を必要

としています。そもそも市議会における紹介

議員は、請願と市議会の橋渡し役であり、何

人も請願を平穏に行う権利が保障されていま

す。請願を出させるなと言ってみたり、請願

をしたことに対して非難をしたりするような

ことは、請願権の侵害に当たる行為であって、

行ってはなりません。さて、請願第１６号は

議員への政務活動費の支払いについて、会派

への先払いを廃止し、市から本人への完全後

払いを原則とすることに向けた請願です。昨

年から発覚した政務活動費の不正取得は、会

派に議員の人数分を先払いで支給された政務

活動費を返すのはもったいない、余さず使い

切ろう、もらい切ろうという意識が働いて、

ほかの議員の分まで「余裕があったら融通し

てくれ」と、白紙領収書まで使って領収書、

案内文書、さまざまな添付書類を偽造して行

われてきた不正です。今現在、「私はこの４

年間、政務活動費を１円も使わん」と宣言し

ている議員もいるようですが、議員個人への

完全後払いにすれば、使わない議員の分を会

派やほかの議員が使い切ろうとすることも防

げます。請願者は、新たな運用指針をはじめ
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とする改革への取組みに御理解を示していた

だきながらも、「果たしてこれで政務活動費

の不正取得問題が根本的に解決され富山市議

会への市民の信頼が取り戻せる事になるのか

どうかについては、疑問なしとは言えませ

ん」と述べられています。こうした批判と提

案を真摯に受けとめ、請願を採択して、議会

として議論を開始するべきです。次に、請願

第１７号の趣旨は、「事前審査を行わなかっ

た政務活動費に対して、厳格な事後審査によ

り政務活動費が支払われる仕組みを検討して

頂きたい」ということです。現在の新しい運

用指針では、「第三者機関の事前承認を得る

いとまがない（急を要する）政務活動実施に

おける事務手続き」が定められていますが、

現実には政務活動費を充てることができる経

費であっても、例えば学習会や研修会などに

参加したとき、会場で売っている講師の本を

買うとか、機敏に現地調査に出かけて駐車場

代を払うとか、会派内における事前審査は

「会派における会長等への口頭了承でのみ実

施することができる」「口頭了承を行った旨

の経緯書を作成しておく」などの手続も面倒

なので、自腹となっているものが少なからず

あります。セキュリティーの問題では、「議

員活動の内容が事前に漏れてはいけないこと



25

は言うまでもありません」という部分ですが、

例えば、大人数の会派内で、ほかの議員の地

元を調査したいとか、ほかの議員の政治資金

を調査したいとか、我が会派ではありません

が、事前に誰にも知られないほうが動きやす

いということが今後も一切ないとは言い切れ

ないと思います。請願者は、こうした多様で

柔軟、機敏な、さまざまな議員活動を想定し

ておられ、本当に議員に政務活動費を活用し

て、活発な活動をし、市民に役立ってほしい

という願いが、私にはびんびん伝わってきま

す。そして、第三者機関ですが、富山市議会

が政務活動費を正しく使えなかったために、

公認会計士による第三者機関を設置して、年

間五、六百万円の税金による政務活動費を支

払って審査してもらわなければならないこと

は、私たち議会側が無駄使いではないと言っ

ても、市民から見れば、無駄使いと映るのも

当然ではないでしょうか。これは次の請願第

１８号も同じような御意見だと思います。４

点目に、請願者はことしの３月議会には、第

三者機関の早期廃止を含む請願を出されてお

り、事前審査の負担を軽減しつつ、早期廃止

を検討してほしいということと、何ら矛盾す

るものではありません。最後に請願第１８号

は、政務活動費の審査を第三者機関（公認会
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計士）に依頼することを早期廃止することを

求めています。そもそもあらゆる手口を駆使

して不正がばれないように領収書や添付書類

が偽造された不正の大事件の経験から、そう

いうことを許さない最も厳しい審査という意

味で、公認会計士による第三者機関が置かれ

ましたが、本当に議会と全ての議員が政務活

動費の正しい使い方を守っていけば、それは

いつまでも必要なものではありません。その

ことは、政務活動費のあり方検討会の横野座

長自身が各種会議でも御発言されています。

「政務活動費の本来の主たる用途は、市政の

調査研究です。公認会計士への費用に政務活

動費を充てることは、議員の調査研究費用を

圧迫することになり、それは議員自身だけで

なく、よりよい市政を望む市民にとっても望

ましいことではないと考えます」と、請願の

最後で述べておられますが、全くその通りで

す。以上、３件の請願を採択し、議会として

直ちに検討に入るべきとの立場から、日本共

産党として賛成討論といたします。 

委員長    ほかに討論はありませんか。 

      〔発言する者なし〕  



27

委員長    討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終結いたします。 

これより、平成２９年分請願第１６号を挙手

により、採決いたします。 

      本請願は、採択することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

      〔賛成者挙手〕  

委員長    挙手少数であります。 

よって、本請願は不採択とすることに決定い

たしました。 

これより、平成２９年分請願第１７号を挙手

により、採決いたします。 

本請願は、採択することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

      〔賛成者挙手〕  

委員長    挙手少数であります。 

よって、本請願は不採択とすることに決定い

たしました。 

これより、平成２９年分請願第１８号を挙手

により、採決いたします。 

本請願は、採択することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 
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〔賛成者挙手〕  

委員長    挙手少数であります。 

よって、本請願は不採択とすることに決定い

たしました。 

以上で、当委員会に付託されました請願の審

査を終了いたします。  

次に、議会事務局所管分で、議案以外に、何

か質問はありませんか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

      以上で、議会事務局所管分を終了いたします。 

議会事務局の皆さんは、退室願います。 

      説明員を交代いたしますので、しばらくお待

ちください。 

〔議会事務局退室／監査委員事務局入室〕 

委員長    これより、監査委員事務局所管分の議案の審

査を行います。  

議案第１１８号  平成２９年度富山市一般会

計補正予算（第５号）、第１条歳入歳出予算

の補正、歳出第２款総務費中、監査委員事務

局  所管分  
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を議題といたします。  

      当局の説明を求めます。 

監査委員事務局長 〔挨拶〕 

監査委員事務局次長 〔議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

これより、議案第１１８号中監査委員事務局  

所管分の討論に入ります。 

討論はありませんか。  

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１１８号中監査委員事務局  

所管分を採決いたします。 

本案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  
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      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって本案件は、原案可決されました。 

      以上で、監査委員事務局所管分の議案の審査

を終了いたします。 

次に、監査委員事務局所管分で、議案以外に、

何か質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、監査委員事務局所管分を終了いたし

ます。 

監査委員事務局の皆さんは退室願います。 

      説明員を交代いたしますので、しばらくお待

ちください。 

      〔監査委員事務局退室 

／選挙管理委員会事務局入室〕  

委員長    これより、選挙管理委員会事務局所管分の議

案の審査を行います。  

      議案第１１８号  平成２９年度富山市一般会

計補正予算（第５号）、第１条歳入歳出予算

の補正、歳出第２款総務費中、選挙管理委員
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会事務局所管分、  

報告第４１号 専決処分について承認を求め

る件（平成２９年度富山市一般会計補正予算

（第４号））、  

以上２件を、一括議題といたします。 

順次、当局の説明を求めます。 

選挙管理委員会 〔挨拶〕 

事務局長 

選挙管理委員会 〔議案第１１８号中 

事務局次長  選挙管理委員会所管分について、 

      報告第４１号について、 

議案書及び議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

      これより、議案第１１８号中選挙管理委員会

事務局所管分、報告第４１号、 

以上２件を一括して討論に入ります。 

討論はありませんか。  
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      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１１８号中選挙管理委員会

事務局所管分、報告第４１号、 

以上２件を一括して採決いたします。 

      各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって各案件は、原案可決・承認されました。 

      以上で、選挙管理委員会事務局所管分の議案

の審査を終了いたします。 

      次に、選挙管理委員会事務局所管分で、議案

以外に、何か質問はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、選挙管理委員会事務局所管分を終了

いたします。 

選挙管理委員会事務局の皆さんは退室願いま

す。  

説明員を交代いたしますので、しばらくお待
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ちください。 

〔選挙管理委員会事務局退室  

／企画管理部入室〕  

委員長    これより、企画管理部所管分の議案の審査を

行います。  

議案第１１８号  平成２９年度富山市一般会

計補正予算（第５号）第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第２款総務費中、企画管理部所管

分、第３条債務負担行為の補正中、企画管理

部所管分 

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 

企画管理部長 〔挨拶〕 

企画管理部次長 〔議案第１１８号中 

      企画管理部所管分の概要について、  

      議案説明資料により説明〕  

情報統計課長 〔議案第１１８号中  

      電子申請システム導入事業について、  

議案説明資料により説明〕 

ガラス美術館副館長 〔議案第１１８号中  
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      ガラス美術館受付・監視等業務委託に係る債

務負担行為の設定について、  

議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

竹田委員   電子申請システム導入事業についてお伺いい

たします。現在、申請や届け出、電子入札、

スポーツ施設予約等々があるのでしょうけれ

ども、平成２９年度が無理であれば、直近は

平成２８年度ですから、平成２８年度は、ど

の程度の利用件数、申請件数があるのでござ

いますか。  

情報統計課長 このサービスにつきましては、情報統計課の

ほうでは提供しておりません。申しわけござ

いませんが、今、手元に数字を持っておりま

せんので、調べまして後ほど報告させていた

だくわけにはいかないでしょうか。 

委員長    よろしいですか。 

竹田委員   わかりました。いずれにしても、私はもちろ

ん賛成の立場でございまして、少なければ啓

蒙・普及をやっていただきたいということで
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あります。  

赤星委員   同じく電子申請システム導入事業について伺

いたいのですが、対象となる申請や届け出に

はどういうものがありますか。 

情報統計課長 対象になるものは、原課でやれるというふう

に判断したものは、基本的にどの申請も可能

となります。今はとりあえず国が定めた法律

のもとで動くものを優先して進めたいと、準

備をしたいというふうに考えております。 

赤星委員   例えば、市の斎場がありますけれども、先日、

葬儀屋さんのグループと環境部とで懇談され

たときに、火葬場の予約がいまだに紙による

申請だと。電話で予約して、夜間などは予約

できないので大変困っておられまして、イン

ターネットで予約を２４時間行えるように、

ぜひ、すぐにもやってほしいとおっしゃって

いましたが、その可能性はあるのでしょうか。 

情報統計課長 今、我々が準備するのは、１つのシステムと

いうことで入れ物を用意いたします。その入

れ物を使って、原課が今のような要望を受け

て、「じゃあ、これを使ってそういったもの

をやろう」というふうに判断したときに、そ
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れが可能なようにサービスを提供するための

準備をするという段階でありますので、そう

いったものの実現というのはこれからの話に

なってくると思います。 

上野委員   同じく電子システム導入事業に関してなので

すが、今ほど、どの申請も可能というふうに

おっしゃられたのですが、具体的に保育関連

の申請というのはどこまでの範囲を考えてお

られるのでしょうか。  

情報統計課長 まず、今、国のほうで進めて、準備しており

ますのが、国の法律によって動く手続です。

その中で、一応、国は４制度で１５手続を実

現するというふうに明らかにしております。

その中で、例えば、保育関係ですと、支給認

定の申請ですとか、保育施設等の利用申込み、

それから保育施設との現況届といったような

様式を電子申請化するというふうに国はして

います。 

上野委員   そうしましたら、ちょっとわからないのです

けれども、添付資料とかが恐らく出てくると

思うのですが、それについても富山市は電子

化をされる予定なのですか。  
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情報統計課長 当然、添付しなければならない資料はありま

すので、そういった場合は電子化し、添付し

て一緒に出すというのが、電子申請のスタイ

ルになってくるのだろうと思います。実際の

細かい手続につきましては、担当課のほうで、

どういうふうな調整をするかという、これか

らの部分があると思いますので、ここで私が

明確にこうなりますということは申し上げら

れませんが、基本的にはそういう形になると

思います。 

竹田委員   ガラス美術館受付・監視等業務委託に係る債

務負担行為の設定について質問いたします。

債務負担行為限度額が１億２，１００万円と

なっています。ちょっと見えにくいので、受

付の人員なり、あるいは、監視等業務委託の

一括業務委託になるのか、そのあたりの内訳

がわかるようであれば少し教えていただきた

いと思います。  

ガラス美術館副館長 ガラス美術館の受付と監視業務の２つでござ 

いますが、受付というのは美術館の企画展示

室、常設展示室の各入り口にあるものが受付

でございます。監視員というのは展示室内に

おります。基本的に、展示によって監視員の

数も変わるのですが、おおよそ１日当たりで
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大体３０ポストが必要になってまいります。

それから、あとは１階の総合案内もございま

して、全部合わせると、大体１日で美術館に

３０ポストの人数の張つけが必要ということ

になります。それと、土曜日、日曜日もずっ

と開館しておりますので、開館のときに朝か

ら晩までいるものを全部時間的に計算します

と、年間で約１０万時間が必要となります。

その部分が大体１億２，０００万円余りとい

うことになります。 

東委員    ガラス美術館の受付・監視等業務委託の関係

ですが、現状では、受付・監視等業務はどち

らの業者さんがやっておられますか。 

ガラス美術館副館長 株式会社ホクタテさんです。 

東委員    両方ともですね。 

ガラス美術館副館長 はい。 

委員長    ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。 

      これより、議案第１１８号中企画管理部所管

分の討論に入ります。  

     討論はありませんか。  
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      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１１８号中企画管理部所管

分を採決いたします。  

本案件は、原案のとおり決することに、御異

議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、本案件は原案可決されました。 

以上で、企画管理部所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次 に 、 富 山 広 域 連 携 中 枢 都 市 圏 ビ ジ ョ ン

（案）について当局から報告を求めます。 

企画調整課長 〔委員会資料及び別冊「富山広域連携中枢都

市圏ビジョン（案）」により説明〕  

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

赤星委員   委員会資料別冊の３３ページをお願いします。

具体的取組みの中で、この３３ページの事業

名は富山駅周辺整備事業となっておりまして、
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事業概要は富山駅周辺地区南北一体的なまち

づくり事業と富山駅周辺地区土地区画整理事

業となっておりますけれども、これは連携中

枢都市圏ではなくても、これまで富山市とし

てやってきた事業ですが、ほかの市町村がこ

こに取り組む関連事業にかかる費用は、必要

に応じて各市町村が負担するとありますけれ

ども、他の市町村が取り組む関連事業という

のはどういうことが考えられるのでしょうか。  

企画調整課長 これは富山市が既にやっている事業でござい

ますので、今のところは、これについての関

連事業ということで想定しているものはござ

いません。 

赤星委員   想定しているものはないけれども、ここに載

っているということは、これまで富山市とし

てやってきた事業の費用負担を各市町村に一

部を求めることがあるということでしょうか。 

企画調整課長 そういう意味ではございません。  

赤星委員   この具体的な事業名は、既に各市町村の了承

といいますか御理解が得られた上で、ここに

載せてあるのでしょうか。 
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企画調整課長 はい、そのとおりでございます。  

赤星委員   別の事業を聞きたいので、委員会資料別冊３

５ページに飛びます。「富山市まちなか総合

ケアセンター」における病児保育事業とあり

ます。その中で、お迎え型病児保育事業があ

りますけれども、仕事の都合などで急に迎え

に行けない保護者にかわって、市職員が迎え

に行く事業ですが、これは他の市町村－滑川

市、上市町、舟橋村、立山町ですが、距離的

に大変遠いところもあるのですけれども、そ

れも全部富山市の職員の方がお迎えに行くと

いうことなのでしょうか。 

企画調整課長 そのとおりでございます。ただ、この事業に

つきましては、タクシー代の負担というのが

生じてまいります。富山市の場合は、保護者

の方は４分の１で済むということなのですが、

これにつきましては、各市町村と利用者の間

でどのような負担割合にするかということを、

今、それぞれの予算編成の中で協議中という

ことでございます。 

東委員    委員会資料の１ページの３の連携中枢都市圏

形成の経緯及び今後の予定の中で、平成２９

年１１月にパブリックコメント（１日～１７
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日）というふうに書かれております。これは

もう終わったということなのですが、ホーム

ページとかで見られるようになっていますか。 

企画調整課長 はい、見られるようになっています。  

東委員    私も事前にチェックできなかったのですけれ

ども、具体的な件数なり特徴的な意見なりを

聞かせてください。 

企画調整課長 これにつきましては、残念ながら意見は１件

でございました。内容は、連携中枢都市圏と

いうことですが、合併してはどうかというよ

うな御意見でございました。回答といたしま

しては、合併というのは想定していないとい

う趣旨の回答をもっております。  

東委員    せっかくパブリックコメントを求めても１件

だけであったというのは、非常に残念という

か、果たして市民の皆さんへの周知がうまく

いっていたのかということも検証しなければ

ならないのですが、いずれにしましても、来

年１月に締結、そして４月から具体的な連携

事業を開始していくということになります。

そこで市民の皆さんの思いが「こうじゃなか

った」ということがないように、市サイドと
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して、もっとしっかりと市民の皆さんの意見

を聞く場を設定すべきだと思うのですけれど

も、どのようにお考えか聞かせてください。  

企画調整課長 周知につきましては、富山市のホームページ

だけではなく、各市町村のそれぞれのホーム

ページでも周知しておりますし、このビジョ

ンの策定に当たっては、各市町村におきまし

ては、それぞれの対応が多少は違いますが、

窓口にもこういうものを置きながら、パブリ

ックコメントをされたというようなことを聞

いております。  

東委員    いずれにしましても、市民の皆さんに市の思

いもしっかりと伝わるように努めていただく

よう要望いたします。  

松尾委員   かなり幅広く事業を連携して、展開していく

ということになっていますけれども、そのか

なめというのが富山広域連携中枢都市圏ビジ

ョン懇談会の開催ということで、このメンバ

ーというのは幅広く事業をやっているもので

すから、その事業ごとにメンバーが変わって

いくということになるのでしょうか。それと

も、まとめて事業の推進にかかわっていかれ

るのですか。 
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企画調整課長 この懇談会につきましては、委員は１８名で

構成しておりまして、今ほどおっしゃいまし

た分科会とかそういう形式ではなくて、この

１８名の委員さんは、各分野からお願いいた

しまして出ておられるということでございま

す。  

松尾委員   各分野というのは、事業ごとに精通した、そ

ういった方がおられるということでよろしい

ですか。 

企画調整課長 必ずしもぴったり当てはまるかどうかですけ

れども、例えば、金融機関の方ですとか大学

の先生、鉄道関係の方、観光関係の方、それ

から社会福祉関係の方、あとは医師会関係の

方、それぞれ関係する分野から  商工会議所

の方は欠席でございました－各分野からお願

いしたものです。それと、１８名のうち８名

は各市町村から２名ずつお願いした方であり

まして、この方々に関しましては、例えば、

体育協会の会長ですとか、区長協議会の会長

ですとか、ＰＴＡですとか、さまざまな分野

の方々ということになっております。  

松尾委員   いずれにしても、ここで市民の声だとか、意

見というか、そういったものをしっかりと幅
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広く－最後に書いてありますけれども－しっ

かりと聴取して、吸い上げて、そこで反映し

ていくということをやっていかないと間違っ

た方向になるということもあるので、そこら

辺はしっかりやっていただければと思います。 

上野委員   委員会資料別冊３４ページから３６ページま

での、富山市まちなか総合ケアセンターに関

する事業についてお聞きしたいのですが、ど

れくらい他市町村からの需要であったりとか、

利用であったりというのを見込まれて、今、

計画されているのでしょうか。 

企画調整課長 これにつきましては、どのくらいの方が来る

のかというのは、正直なところわからないと

いうのが現状でございます。例えば、障害児

支援事業でございましたら、現在そこの施設

にそれぞれ通所されている方の人数というの

はある程度の見込みはあるのですが、その方

のうち、どの方がこちらに来られるか、あと

は、病児保育につきましても、今まで各市町

村でやっていらっしゃるものを富山市なおか

つ富山市に働きに来ておられてどのくらいか

というのは、実際には、非常に数字が見込み

づらいということでありまして、数としては、

そんなにたくさんの方は来られないというよ
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うな気持ちで事業の連携を進めていたところ

でございます。  

上野委員   もう既に各市町村などで事業がなされている

と思いますし、圏域を超えてとなると、そん

なに人数がおられないのかなというのは確か

に想像できるのですが、ただ、私は一般質問

のほうでも取り上げたのですけれども、やは

り、専門的な障害支援とかになってきますと、

人員配置ですとかで、急に大きくするという

ことはやはり難しいと思いますし、その受け

皿の確保とかが、ちょっと心配かなというふ

うに思いますので、そういったことも考えて

いただければというふうに思います。 

赤星委員   委員会資料別冊２６ページに将来の目標人口

が書いてあります。それと、転入と転出です

けれども、委員会資料別冊９ページの上のほ

うの年齢別の転入転出者数では二、三十代が

多く、２０代以下が転出超過、３０代以上が

転入超過となっていると記載してあります。

ここで、先日の９月の県の世論調査でも、女

性が働きながら子育てもするために、今、保

育所や学童クラブが足りないというお声が６

０．３％で一番多かったです。今後、大事な

事業はそれをもっともっと整備していくこと
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が必要だなと思っています。ここで、２０代

の転出超過というところで、ある民間の保育

園で園長先生とお話をしたのですけれども、

保育士の需要が都市圏の東京ですとか、福岡

市ですとか大阪で、ものすごくあるというこ

とで、今、認可保育園を増やそうというふう

になっていて、保育士が足りないので、高い

給料ですとか、アパート……  

委員長    要点をまとめて質問してください。  

赤星委員   大都市圏での保育士の需要が高くなっていて、

条件もいいものですから、若い人達がそっち

へ行ってしまうので、地方では保育士が不足

しているのですよというお話を聞きました。

ですので、きちんと、他の市町村とも連携を

しまして、保育や学童保育などにおける働く

場を、若い人たちがお仕事としてちゃんと働

ける場を増やしていくことが肝要ではないか

と思うのですけれども、その辺のお考えはい

かがでしょうか。  

企画管理部長 富山市はとにかく昼間人口としてこれだけ多

くの方が圏域からいらっしゃいます。それと

当然、事業所として働きやすい雇用環境の創

出というのは従前からされておりますし、広
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域連携において、富山市は総合的なまちづく

りの中で、ここに提案しております１２の事

業を通じて、圏域全体が住みよくなっていく

というようなことを、中核市に集まってこら

れる皆さんや、各地域の住民の皆さんに周知

していくと。圏域全体が魅力ある地域になっ

ていくためにこの事業に取り組んでおります

ので、委員から御指摘のことも当然含めなが

ら、今後とも総合的なまちづくりを進めてい

くというふうに考えております。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

次に、企画管理部所管分で、議案及びただい

まの報告以外に、何か質問はありませんか。  

赤星委員   市役所の駐車場についてお伺いしたいのです

けれども、現在、１時間の駐車料金とそれか

ら延長になった場合…… 

      （「財務部」と発言する者あり）  

赤星委員   ごめんなさい。間違えました。広報課にお聞

きしたいと思います。平成２８年度と平成２

９年度の市長の出前トークの開催状況につい

て、教えていただきたいと思います。 
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広報課長   御案内のとおり、市長の出前トークにつきま

しては毎年やってきておりますが、そもそも

の目的が市長が市民の皆さんのところへ直接

出向いて、市政の方向性ですとか、そういっ

たことを直接お話しして、理解を深めていた

だきながら、今後のまちづくりの推進に御協

力していただくという趣旨で行っております。

その中で、平成２８年度、平成２９年度につ

きましては、平成２８年度が１３回、平成２

９年度は１１月までですけれども１１回行っ

ております。 

赤星委員   申し込まれる方は、必要事項を書き込みます

よね。何を書いて申請すればいいのですか。  

広報課長   申込書につきましては、まずは申込み日－日

付です。日付と住所または所在地、団体また

はグループ名、代表者氏名、電話番号が申請

条件になりまして、実施日、曜日、時間、会

場、場所、所在地と参加の予定人数を記載し

ていただくことになっております。あとは、

実施の方法として、出前トークを単独で実施、

ほかの会合と合わせて実施ということになっ

ております。記載事項は以上です。 

赤星委員   開催の記録というのは、何年間保存されるの
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でしょうか。 

広報課長   保存年限は１年となっています。 

赤星委員   今度は、市長の公務の記録についてお伺いし

たいのですけれども、これは秘書課になると

思うのですが、公務日誌、行事予定日誌とい

うものがありますよね。市長や副市長さんた

ちの予定が書いてあります。例えばここに、

今の出前トークですとか、いろいろな行事、

団体との懇談会ですとかの申込みがあった場

合に、行事予定に書き込まれるのは、どなた

なのですか。 

秘書課長   今おっしゃられたとおり、市長、副市長の日

程を管理しておりますので、それぞれの担当

秘書が書き込むことになります。  

赤星委員   そこに書き込まれる行事名、主催者名が書い

てあったりなかったりするようなのですけれ

ども、そこに書いてあるものは、正確な行事

名と正確な主催者名が書き込まれているので

しょうか。  

秘書課長   あくまでも特別職の日程を管理するというこ

とで、それぞれの事業につきましては、担当
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課が把握しており、我々としては、管理しや

すい名称で書く場合もあるということでござ

います。 

赤星委員   公務の日誌というのは、後で誰でも情報公開

請求をすれば、公文書として出てまいります。

ですので、やっぱりできるだけ正確な記載が

必要ではないかと思うのですけれども、いか

がでしょうか。  

秘書課長   御指摘いただいた件については、今後の事務

の参考にさせていただきます。 

赤星委員   これまで書き込まれた行事名は、正確なもの

ですよね。  

秘書課長   行事を把握する内容として、我々が管理でき

る範囲のものを記載しているという認識をし

ております。 

赤星委員   具体的に日時を言いますが、今、おわかりか

どうかわかりませんけれども、平成…… 

村上委員   このような質問は委員会の審査になじまない

と思いますので、個別に行っていただきます

よう、采配を願います。 
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委員長    今、村上委員からあったとおり、私もそのよ

うに思いますので、個人的な日程などにつき

ましては、個々に当たっていただければと思

います。 

      （「議事進行」と発言する者あり）  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

      以上で、企画管理部所管分を終了いたします。 

お諮りいたします。 

本日の委員会はこの程度にとどめ、散会いた

したいと思います。 

これに御異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

来週、１２月１８日（月曜日）は、午前１０

時から委員会を開き、教育委員会、財務部及

び出納課所管分並びに歳入等の議案の審査な

どを行います。  

本日は、これをもって散会いたします。 


